
 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

 

                                                             安芸市 

 

 

１ 促進計画の区域 

 

  別紙地図に記載のとおりとする。 

  

 

２ 促進計画の目標 

 

１．安芸全域 

(1) 現況 

 本地域は、中央部に安芸川・伊尾木川の二つの河川が土佐湾に注ぎ、その流域に安

芸平野が開け、三方を山に囲まれ、冬季でも温暖であることから、水稲の早期栽培、

ナス等の施設園芸が行われている。また、山間地域では、生産量日本一を誇るユズの

栽培が行われている。 

 本地域は、農業者の高齢化が進み、農業の担い手が減少している。そのため、農業

用水の維持管理が困難になってきており、また農業用施設の老朽化も進んでいる状況

である。このことから、「農道・水路等の地域資源の基礎的保全活動や質的な向上を

図る共同活動及び施設の長寿命化の活動」「農業生産活動を将来に向けて維持するた

めの活動」など、多面的機能が適切に発揮される取組が必要である。 

(2) 目標 

 本地域では、多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者と地域住民や関係団体と

の協力体制を整備し、地域共同により保全管理体制の拡充・強化や長寿命化に向けた

地域ぐるみでの取組などにより、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進する。ま

た、本地域の中山間地域等の条件不利地域においては、集落協定や農業者などの合意

形成による集落営農の取組などにより法第３条第３項第２号に掲げる事業を推進し、

農業生産活動の継続的な実施を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業

に関する事項 

 
 

   実施を推進する区域  実施を推進する事業 

①  安芸全域  法第３条第３項第１号に掲げる事業及び同項第２号に 
 掲げる事業 

 

 

 

４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施

を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

 

  設定しない。 

 

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

１. 法第３条第３項第２号（中山間地域等直接支払）事業に係る対象農用地の基準等につい

て、次のとおり定める。 

 

（１） 対象農用地の基準 

 １） 対象地域及び対象農用地の指定 

交付金の対象地域及び対象農用地については、次の①の指定地域のうち②の要件を満た

す農振農用地区域内の農用地であって、１ｈａ以上の一団の農用地とする。ただし、連担

部分が１ｈａ未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活

動が行われる複数の団地の合計面積が１ｈａ以上であるときは、対象とする。また、連担

している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定する

ことができる。 

更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たしてい

る場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることがで

きる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用

地面積に加える。 

 

① 対象地域 

 安芸市全域 

 

② 対象農用地 

ア 急傾斜農用地については、田１/２０以上、畑、草地及び採草放牧地１５度以上 

勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、

当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。 

イ 自然条件により小区画・不整形な田 

 

 



   ③ 安芸市長の判断によるもの 

  ア 緩傾斜農用地（安芸市全域） 

緩傾斜については、田           １/１００以上１/２０未満 

畑、草地及び採草放牧地 ８度以上１５度未満 

イ 高齢化率・耕作放棄率の高い農地 

急傾斜農地及び緩傾斜農地以外の農地で高齢化率４０％以上、耕作放棄率：田

８％以上、畑（草地含む。）１５％以上の農地 

 

（２） 対象者 

認定農業者に準ずる者として、市長が認定する者とは次のとおりである。 

１） 年間農業従事日数が１５０日以上の基幹的農業従事者を有している経営体 

２） 農業所得が４００万円以上の経営体（ただし、新規就農者については就農５年目の

農業所得が２００万円以上とする。） 

 

（３） その他必要な事項 

土地改良通年施行に係る事業の概要、現に災害を受けている農用地の災害復旧事業の概要

及び田から畑への地目変換等必要な事項について、記述するものとする。 

次の１）から４）の取組を集落協定に位置づける場合は、各項目に示す事項について、

集落協定に記述する。 

１） 土地改良事業 

① 事業実施の目的 

② 事業の実施主体 

③ 実施する事業種目、事業内容及び事業規模 

２） 災害復旧事業 

  ① 事業実施の目的 

② 事業の実施主体 

③ 実施する事業種目、事業内容及び事業規模 

３） 地目の変更 

  ① 耕作者（所有者）名 

② 変更前後の地目及び面積 

４） 集落相互間の連携 

① 近隣の担い手のいる集落等との連携(当該集落名、連携の活動内容、スケジュー

ル) 

② 農業公社、ＮＰＯ法人、農作業受委託組織等、民間法人等の集落協定への参加・

連携（当該法人名、連携の活動内容、参加内容、スケジュール） 

③ 近隣の小規模な集落協定との統合・連携 

 


